
ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します！

ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内

① 令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方

② 公的年金等※²を受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の
支給が全額停止される方※³

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

１．基本給付
・児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が児童扶養手当を受
給している方と同じ水準となっている方への給付

※¹ 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
※² 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※³ 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、

児童扶養手当の申請をしていれば、令和２年６月分の児童扶養手当の支給が
全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります

２．追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
収入が減少している方への給付※4

● 給付額

● 給付金の対象となる方

１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円

上記、基本給付金対象の①または②に該当する方のうち、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方

１世帯５万円
● 給付額

ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ

手続きの方法などについては裏面に続きます。必ずご確認ください

● 給付金の対象となる方

■以下、①～③のいずれかに該当する方

※4 支給要件についてご不明な点がありましたら、裏面下部のお問い合わせ先まで

ご連絡ください。

［埼玉県内の町村在住者向け］



給付金の支給手続き

▶ 基本給付(表面１.①に該当する方)は申請不要です。
▶ ８月中旬～9月上旬頃、令和２年６月分の児童扶養手当を支給して

いる口座に振り込みます。

令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方（表面１．①に該当する方）

【ご注意ください】
※ 給付金を希望しない場合は、送付する届出書を７月１７日（金）まで

に返送してください。
※ 児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、

給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更す
るなどの手続きをお願いします。

それ以外の方（表面１．②、③に該当する方）

▶ 基本給付（表面1.②、③に該当する方）、追加給付（表面２に該
当する方のみ）ともに申請が必要です。

▶ 申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに子育て支援
課に直接または郵送でご提出ください。

▶ 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定
口座に９月以降、順次振り込みます。
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① 子育て支援課に直接か
郵送でご提出ください。

(３)指定口座へ振込み

② 提出された申請書から、給付金の支給要件に該当
するかを判断した上で、振り込みが行われます。

●厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903 （受付時間 平日9:00～18:00）

○申請方法の詳細については、埼玉県庁少子政策課（048－830-3337）または
横瀬町役場子育て支援課（0494-25-0110）までお問い合わせください。

○埼玉県HP：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/hitorioya-kyuuhu.html

お問い合わせ先

▶ 追加給付（表面２に該当する方）は申請が必要です。
▶ 申請様式は県HPよりダウンロードしていただくか、子育て支援課

までお問い合わせください。
▶ 定例の現況確認時（８月）などにあわせて、収入が減少している旨

の申請を簡易な方法で行っていただきます。申請内容を確認して
９月以降、順次振り込みます。

(２)申請書を
取りまとめて送付

埼玉県

http://sam-cms01.inside.pref.saitama.lg.jp/cms8341/a0607/hitorioya-kyuuhu.html

